
「建設業法令遵守講習会」

建設業における労働関係法令について

厚生労働省 青森労働局 監督課



１．現行の取り扱いについて

（2024（令和６）年３月31日まで）
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1 現行の取扱いについて（～2 0 2 4（令和６）年３月3 1日）

• 法定労働時間を超える時間外労働・休日労働に関しては、労使協定の締結及び労働基準監督署への届出が必要です。
なお、後述する上限規制については、建設事業は５年間の猶予期間が設けられているため、

2024（令和６）年3月31日までは適用されません。

法定労働時間（労働基準法第32条、第40条）

【原則】
・使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。
・使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。

休日（労働基準法第35条）
【原則】
・使用者は、原則として1週間に1回、例外的に４週を通じ４日以上の休日を与えなければならない。

時間外及び休日労働（労働基準法第36条）
・使用者は、過半数組合又は過半数代表者との労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定める
ところにより、時間外又は休日に労働させることができる。

（特例事業場）
商業、映画・演劇行、保健衛生業、娯楽接客業の事業で、

規模が10人未満の事業場については、使用者は、1週間に44時
間、1日に8時間まで労働させることができる。

（弾力的な取扱い）
変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制 等
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厚生労働大臣の告示（※）
• 現行の労働基準法においては、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示（※）によって、
以下のとおり上限の基準が定められています。
（※）労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

• 臨時的（1年の半分を超えない）に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想され
る場合には、特別条項付きの３６協定を締結する必要があります。

• 以下の事業又は業務には、上記の限度時間は適用されません。
①建設事業
②自動車の運転業務
③新技術、新商品等の研究開発の業務
④労働基準局長が指定する事業又は業務

期間

限度時間

一般労働者
３カ月を超える１年単位の変形労働
時間制の対象者

１週間 １５時間 １４時間

２週間 ２７時間 ２５時間

４週間 ４３時間 ４０時間

１か月 ４５時間 ４２時間

２カ月 ８１時間 ７５時間

３カ月 １２０時間 １１０時間

１年間 ３６０時間 ３２０時間



２．猶予期間経過後の取扱いについて

（2024（令和6）年4月1日～）
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２ ５年の猶予期間経過後の取扱いについて（2 0 2 4（令和6）年4月1日～）• 時間外労働の上限規制（時間外労働の上限を法律で罰則付きで規制）

上限規制の
イメージ （改正前）

上限なし

（改正後）
法律による上限
（特別条項 年６か月まで）
年７２０時間
複数月平均８０時間＊
月１００時間未満＊

＊休日労働を含む

法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

法定労働時間
１日８時間
週４０時間

１年間＝12か月
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上限規制 ～法違反にならないためのチェックポイント～

①「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働時間数
②休日労働の回数・時間数
③特別条項の回数（＝時間外労働が限度時間を超える回数）

④月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。➡1か月でも100時間以上となれば法
違反

⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの２～６カ月の平均をとっても、１月当たり８０時間を超えな
いこと。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

時間外労働 80 60 45 35 35 80
休日労働 20 15 10
合計 80.0 80.0 60.0 45.0 35.0 80.0

算定期間 平均値

２か月平均 57.5 8～9月の平均
３か月平均 53.3 7～9月の平均

４か月平均 55.0 6～9月の平均
５か月平均 60.0 5～9月の平均

６か月平均 63.3 4～9月の平均

例えば、9月について
は、前月までの実績を
もとに2～6カ月平均を
算出。 11

月
12
月

1月 2月 3月

10 85 70 90 10

３か月平均で８０時間を超え、法違反

※３６協定で定めた範囲内（特別条項
で１か月の上限を100時間未満の時間
（例えば90時間）で定めていた場合）
であっても「2～6カ月平均80時間以
内」に違反

× 法違反の例

（単位：時間）

すべての月について、隣接する2～６か月の平均が８０時間以内とな
るよう管理しなければなりません。
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➽建設業における改正後の労働基準法第3 6条の適用について（まとめ）

限
度
時
間

１カ月 ４５時間〔４２時間〕かつ
１年 ３６０時間〔３２０時間〕（※時間外労働のみ）

当該事業場における通常予見することのできない業務量の
大幅な増加等臨時的に限度時間を超えて労働させる必要が
ある場合
①１年７２０時間（※時間外労働のみ）

②１年１００時間未満（※時間外労働＋休日労働）

③限度時間である月４５時間〔４２時間〕を上回る回数は
年６回まで

法律による上限

特別条項付き36協定による場合で
あっても、絶対に守らなければな
らない実労働時間の上限規制

時間外労働＋休日労働が

◆単月で１００時間未満
◆２～６か月平均で
８０時間以内

これらを超える３６協定は無効
・協定で定めた範囲を超えて労働させると
・この上限規制に違反すると

罰則

６か月以下の懲役
または

３０万円以下の罰金

• 建設事業においては、2024（令和６）年３月31日までは、上限規制を適用しない。
• 2024（令和６）年４月１日以降は、一般則を適用する。

• 災害時の復旧・復興の事業に限り、次の規定は適用しない。
・時間外労働+休日労働の合計 単月１００時間未満
・時間外労働+休日労働の合計 複数月平均８０時間以内



３．３６協定の締結について
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３６協定の締結について・36協定の締結に当たって注意すべきポイント

Point１ 協定する期間は、「1日」「1か月」「1年」に限ります。

従来の３６協定では、延長することができる期間は、「1日」「1日を超えて3か月以内の期間」「1年」とされ
ていましたが、今回の改正で、「1か月」「1年」の時間外労働に上限が設けられたことから、協定する期間に
ついては「1日」「1か月」「1年」に限ることとなりました。

Point２ 協定期間の「起算日」を定める必要があります。

１年の上限について算定するために、協定期間の「起算日」を定める必要があります。

Point３ 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～６か月平均80時間以内にす
ることを協定する必要があります。

３６協定では「１日」「１か月」「1年」の時間外労働の上限時間を定めます。しかし、今回の法改正では、子
の上限時間内で労働させた場合であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計にが、月100時間以上または２
～６か月平均80時間超となった場合には、法違反となります。
このため、時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満、２～６か月平均80時間以内とすることを、協定する
必要があります。３６協定届の新しい様式では、この点について労使で合意したことを確認するためのチェッ
クボックスが設けられています。
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•時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。

指針第２条関係

•使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。

•労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意してください。

指針第３条関係

•時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。

指針第４条関係

•臨時的な特別の事情がなければ限度時間（月45時間・年360時間）を超えることができません。

•限度時間を超える必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。

•この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるよう努めてください。

指針第５条関係

３６協定締結のポイント
（労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働についての留意すべき事項等に関する指針）
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３６協定締結のポイント
（労働基準法第 3 6条第１項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働についての留意すべき事項等に関する指針）

• １か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（１週間→15時間、２週間→27時間、４週間→43
時間）を超えないよう努めてください。

指針第６条関係

• 休日労働の日数・時間数をできる限り少なくするよう努めてください。

指針第７条関係

• 特別条項付き36協定で定める健康福祉確保措置は、次に掲げるもののうちから協定することが望ましいこと。
①労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。

②深夜労働の回数を１箇月について一定回数以内とすること。

③終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。

④労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。

⑤労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。

⑥年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。

⑦心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。

⑧労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。

⑨必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

指針第８条関係

〇健康確保措置の実施状況に関する記録は、協定の有効期間満了後５年間保存しなければなりません。（労基則第17条）

指針の全文はこちら☞https www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf
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• 管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

Point１ 労働基準法第４１条第２号に規定する管理監督者でないこと

• 選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるように
する必要があります。

• 選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続（投票、挙手、労働者に
よる話し合い、持ち回り決議）がとられている必要があります。

Point２ ３６協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

• 不適切な選出の例→会社による指名、社員親睦会の幹事などを自動的に選出

Point３ 使用者の意向に基づいて選出された者ではないこと

• 労働者の意見集約等を行う際に必要となる事務機器（イントラネット、社内メール等）や事務スペースの提供等

point４ 使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮を行わなければな

らないこと

３６協定の締結当事者について
• 36協定締結の際は、その都度、当該事業場に労働者（パートやアルバイト等も含む）の過半数で組織する労働組合（過半数組合）がある場合はその

労働組合、過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）と協定しなければなりません。

３６協定の締結に当たっては「３事項」を必ずチェック！

☑管理監督者に該当しないこと ☑その選出に当たっては、すべての労働者が参加した民主的な手続が

とられていること ☑使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
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４．月60時間を超える

時間外労働の割増賃金率について
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・2023（令和５）年４月１日から、月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率

が25％以上から50％以上に上がりました。

月60時間超の割増賃金率
大企業 50％
中小企業 25％

月60時間超の割増賃金率
大企業、中小企業ともに50％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

1か月の時間外労働
1日8時間・1週間40時間を
超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 ２５％ ５０％

中小企業 ２５％ ２５％

1か月の時間外労働
1日8時間・1週間40時間を
超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 ２５％ ５０％

中小企業 ２５％ ５０％

業種
資本金の額

または出資の総額
または 常時使用する労働者数

小売業 ５０００万円以下 または ５０人以下

サービス業 ５０００万円以下 または １００人以下

卸売業 １億円以下 または １００人以下

その他 ３億円以下 または ３００人以下

※中小企業の定義は、以下の通りです（事業場単位ではなく、企業単位で判断します）。

資本金や出資金の概念がない場合に
は、労働者数のみで判断することと
なります。

（現在） （改正後）2023（令和５）年４月１日施行



５．労働時間の状況の把握
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４ 客観的な労働時間管理の義務化

• 労働時間の状況を把握するよう企業に義務付け

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、
すべての人の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握するよう法律で義務付け

• 目的 長時間労働者を対象とする医師による面接指導※を確実に実施するため

• 対象 労働基準法第41条に定める管理監督者、事業場外みなし労働時間制適用労働者及び裁量労
働制適用労働者等を含めた全ての労働者

※労働安全衛生法に基づき、残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合、使用者は医師による
面接指導を実施する義務がある。

※高度プロフェッショナル制度適用労働者は除く
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把握の方法

①使用者が自ら現認することによる確認
②タイムカードによる記録
③パソコン等の電子計算機の使用時間（ログインからログアウ
トまでの時間）の記録など客観的な方法その他適切な方法

把握した労働時間の状況の記録を作
成し、3年間保存すること。

労働時間の情報の通知の義務
（安衛則第52条の2第3項）

事業者に、週40時間超の労働時間が1か
月80時間超えの労働者に対して、労働
時間の状況に関する情報を通知すること
を義務付けている

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/file/06Seisakujouhou11200000Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
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• 通知書及び申出書の参考例

長時間労働に係る
面接指導に関する通知書

令和○年◯月◯日

労働者氏名 殿
◯◯建設株式会社

担当者氏名

貴殿は◯月1か月における時間外労働と休日労働の
合計が80時間を超え◯◯◯時間となったため、安全
衛生規則第52条の2第3項に基づき通知いたします。
医師による面接指導を希望する場合は、申出書の

提出をお願いいたします。

労働安全衛生法第66条の8の
面接指導に係る申出書

令和○年◯月◯日

事業者職氏名 殿
所属 。
氏名 。

私は労働安全衛生規則第52条の2第1項に定める者
に該当する者として、下記のとおり面接指導を受け
ることを希望します。

記

１.面接指導を受ける医師（いずれかにチェック）
□ 会社が指定する医師
□ 自分が希望する医師

２.面接指導を受ける日時
令和 年 月 日 時～ 時 又は
令和 年 月（初・中・下旬）

３.面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項



６．過労死等防止対策推進シンポジウム
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